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 特定非営利活動法人 
 沖縄県脊髄損傷者協会 

 この度、事務局⻑に就任しました「砂川昭⼈（す
ながわあきひと）」です。 
僕をあちこちで見かけた方は多いかと思いますが、
詳しい紹介はあまり行っていないので紹介をば…。
症状はれっきとした頸髄損傷ですが、他の方達とは
少し違った原因でケーソンになりました。 
 今から26年前、小学５年
生の七夕に首の細い血管が詰
まり、（徐々に）首下完全麻
痺になりました。血管が詰
まった原因は未だ不明。当初
は首から下がまったく動かな
く、また温・痛・触覚すべて
なくなり、排泄も自力ででき
ず、まさにケーソンそのもの
でした。でも完全損傷ではな
かった（＝不全麻痺）ので、
奇跡的にある程度は回復して
健常者並みに歩くことはでき
るようになりましたが、現在
でも右手握力全廃、左手は指
はほとんど使えず、握力は５
キロほどで、腱移行術をして
いる仲根理事⻑より手が不自
由なことが最近判明したぐら
いです。現在では感覚は胸から下は触覚のみ戻りま
した。もちろん低血糖にもなりやすいですし、排泄
は自力できますが我慢が難しく、また顔半分が汗を
かかないなど、まさに症状は歩くケーソンといった
ところ。 
 沖脊協と関わったきっかけは、現在もやっている
車いすツインバスケットを通じてでした。 
これまではこの「しゃりん」の編集や、専門とする

ITの知識を活かして雑用？をこなしたり、最近では
IT体験展示会・シンポジウムでの運用を担当してい
ました。 
 事務局に就任する以前、５年前まではプログラ
マー、去年まで事務職と、がっつりとサラリーマン
生活をやっていましたが、その間に身につけたＩＴ

の知識や経験を、皆さんのお
役に立てるように何かしたい
な〜と感じ、思い切って脱サ
ラしてここへ来ました。 
 現在は沖脊協の事務をこな
しつつ、ＩＴを中心とした事
業化をめざす取り組みを行っ
ており、その詳しい内容はこ
の 「 し ゃ り ん 」 やfacebook
ページ「障がい者ＩＴサポー
トおきなわ」にて今後皆さん
にお知らせしていきたいと
思っています。 
 さて、ぶっちゃけて言いま
すと、僕は障がい者ですが生
活はほぼ健常者並みなので、
たぶん福祉制度とかは他の会
員さんよりぜんっっぜん知識
がありません。最先端の福祉

情報に浸っている仲根理事⻑のそばで事務局⻑を担
当することで少しずつ勉強していますが、新しく知
るからこそ、皆さんには当たり前すぎていて気づか
ない情報や常識を、「新しく入ってくる」会員さん
にお届けできると思います。 
 平日は９時半から17時半まで、原則毎日事務所に
いますので、お気軽に声をかけてください。 
よろしくお願いします！ 

事務局⻑就任挨拶 
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 十数年前に私の部屋あったテレビが故障してしま
い、新しいのを買う金も無かったので、それいらい
私はテレビも見なくなりました。ちょうどその頃に
自宅のパソコンをインターネットにつないだことも
あり、テレビが無くても寂しいと感じたことはあり
せんでした。テレビの無い生活を⻑年続けていた私
宛てに昨年の11月頃だったかな？ＮＨＫから受信料
滞納分の請求通知書が届きビックリして女房に確認
すると、役所で免除申請の必要があるのこと。 
何 でテレ ビも 見ない 俺が 申請し ない といけない
ばぁ？と思いつつも、今年の2月に市役所の障がい
福祉課に行って免除申請をしてきました。 
持参したものは身体障害者手帳と印鑑だけ。 

申請書は役所にあり、職員が書き方を親切丁寧に
教えてくれたので役所での手続きは20分足らずで
終えました。役所から受け取った書類を専用封筒
に入れ、住所氏名を書いて郵便ポストに投函する
だけでＯＫ。しばらくしてＮＨＫから免除確定の
通知が届くと完了です。 

放送受信料の免除について放送受信料の免除について放送受信料の免除について放送受信料の免除について 
（ＮＨＫホームページより抜粋） 

●全額免除対象者 

社会福祉法に規定する社会福祉事業を行う施設に
入所され自らテレビを持ちこまれている場合  
●半額免除対象者 
身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が重度（1級
または２級）の方が、世帯主で受信契約者の場合 

行いましたか？NHK受信料無料手続き 
〜 枝川理事の体験レポート 〜 

 私は今から約5年前、あるスポーツの
試合中に首の骨を折る事故に遭いまし
た。29歳の時でした。当時の私は公私
共 に 充 実 し た 毎 日 を 送 っ て い ま し た
が、その日を境に首から下が麻痺して
しまい、自分の意志では手足を動かす
ことができなくなりました。また自発
呼吸も困難であったため気管切開の手
術を受け、24時間⼈工呼吸器に頼るこ
とになりました。私の負ったけがの名称
は「脊髄損傷」です。 
現代医学では治療法がないとされていま
す。私の場合は高位の頚部の脊髄を損傷
したため、体に重い後遺症が残ってしま
いました。医師から手足を動かすことが
できないと告知を受けた時は「絶望」の
二文字で、とても受け入れることができ
ませんでした。それから⻑い入院生活が
始まりました。手足が動かせず声が出せ
ない私を、妻や家族が毎日交代で病室に
泊まり込み、看病してくれました。受傷
当時は自分の身に起こっている状況が全
く飲み込めず、周囲に苛立ちをぶつける
ことが絶えませんでした。特に苦労した
ことは、気管切開のため発声できないこ
とでした。自発呼吸だけでも取り戻した
いと、呼吸器を外す訓練を医師にお願い

しました。肺活量の検査結果はたった
の150mlで、成⼈男性平均の約20分の1
まで落ちていました。医師には「呼吸
器の離脱は困難だ」と言われました。
それでも諦めきれず毎日訓練を重ねた
結果、約8カ月で呼吸器離脱の夢が叶い
ました。声を取り戻した日の夜、家で
留守番中だった当時小学校1年の⻑女に

電話をしました。⻑女は久しぶりに私の
声を聞き、泣いていました。けがを負う
前までは当たり前だった「声を出すこ
と」の有り難さを知った瞬間でした。 
 「諦めずに事に臨むと奇跡は起きるも
のである」という教訓も得ることができ
ました。正直、初めは「一生このままな
ら死んで楽になりたい」と考えることも
ありましたが、家族や、職場の方々、友
⼈、病院のスタッフさんらが一生懸命支
えてくれたおかげで立ち直ることができ
ました。私の手足はまだ動き出しません
が、命を落としてもおかしくないけがを
負っても今を生かされていることに感謝
して、これからの⼈生を「前向きに」生
きたいと思います。 
 
（6月28日に琉球新報に掲載された「心
の扉を開いたら」より） 

小嶋晴樹 
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 大判プリンター寄贈いただきました 
〜 沖縄国際婦人クラブ 〜 

今後の予定 
◆ ハリケーンズ リーグ戦 

    Round-2（高知、9/20〜21） 

 6月2日、⻑年社会福祉活動に寄付・助成をされて
いる「沖縄国際婦⼈クラブ（会⻑ Enid Randall）」
より大判プリンターを寄贈いただきました。大型プ
リンターの活用はイベントでの横断幕やポスター制
作で苦労している、障がい者団体さんや 県総合福
祉センター小規模団体室入居の団体さんに利用して
いただく見込みです。（砂川） 

沖縄フェニックス全国大会初戦敗退 
6月7日から8日にかけて愛知県小牧市にて「第
27回日本車椅子ツインバスケットボール選手
権大会」が行われました。沖縄フェニックス
は高齢化の波に勝てずにあえなく初戦敗退。
ちゃーんならん・・。 

ハリケーンズ全国大会へ好スタート 

6月28〜29日 、 横 浜 ラ ポ ー ル で 「 第16回 
ウィルチェアーラグビー日本選手権大会 予
選リーグＡ Round-1」が開かれ、沖縄ハリ
ケーンズが出場。3勝1敗でＡリーグで5チー
ム中2位と、全国に向けて好発進！次回の
Round-2で更なる成績アップを目指します。 

 一般社団法⼈沖縄しまたて協会（前身「沖縄建設
弘済会」）の「平成26年度NPO等活動支援団体」に
認定され、助成をうけました。ありがとうございま
す。認定された事業は「道路のバリアフリー化推進
事業」で、遅れている沖縄の道路バリアフリー状況
を改善するために、“歩車道段差”を焦点とした那覇
市久茂地周辺の道路を調査し、評価分析したうえ
で、画像や動画で解りやすくまとめ、意見提言を示
すことを目指して取り組みます。 
※関心のある方で、調査活動に興味のある方、サ※関心のある方で、調査活動に興味のある方、サ※関心のある方で、調査活動に興味のある方、サ※関心のある方で、調査活動に興味のある方、サ
ポートできる方を呼びかけます。ポートできる方を呼びかけます。ポートできる方を呼びかけます。ポートできる方を呼びかけます。 （仲根） 

始めます、道路のバリアフリー調査！ 
〜 しまたて協会助成認定 〜 
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 宜野湾市我如古にある交
通裁判所入り口付近の信号
を曲がると、宜野湾図書館
向 か い に 「CAFE テ ィ ー
ダ」があります。 
 会員の玉城松男さんの活
動拠点でもありますので、
知っている方も多いと思い
ます。店内はバリアフリー
で広く、アットホームな作
りで落ち着いた空間を演出
しています。雰囲気もいい
ですが、料理もホントおいしい。トイレ
は比較的幅広な車椅子でも余裕で入れ
て、中で転回もできる十分な広さです。
駐車場は身障用のスペースで５台分ぐら
いあります。静かなところでマッタリと
過ごしたい方へオススメ。 

バリアフリースポット 
『ＣＡＦＥ ティーダ』 

広 告 ( ち は る 歯

移店して結構時間が経っていますが、
４月１日より四輪舎が宜野湾市に移転
しました。今後ともご愛顧くださいま
すようよろしくお願いします。 
〒901-2226 宜野湾市嘉数4-1-21 
TEL. 995-9311／FAX. 963-5011 

四輪舎 具志堅正⼈ 

四  輪  舎 
移 店 し ま し た 

CAFE ティーダ 
住所：宜野湾市我如古3-5-26／定休日：火曜日 
／ 電 話 ：898-6466／ 時 間 ：11:30〜22:00 
（夜間は要連絡、貸切有） 
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 炎暑の候、会員の皆様には、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 
 さて、65歳以上の会員で車いすを利用の際に、介護保険制度による「車いすレンタル」を使用
している方がおられましたら、事務局にご連絡いただけますようでしょうか。 
 その理由は、障害者福祉の「補装具申請」による給付が可能にもかかわらず、既製品の
レンタル（介護保険）を進められて困っているという相談があります。 
 国では、下記のように補装具利用について各自治体に適正化を通知していますので、お困りの会員さん
は是非、事務局にご連絡ください。 

お困りの方、いらっしゃいませんか？ 
〜 介護保険制度による車いすレンタル問題 〜 

各 障害保健福祉主管課 御中 
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 

企画課自立支援振興室 
 

補装具費支給に係る取扱いについて 
 
 平素より、障害保健福祉行政の推進について、ご尽力を賜り厚くお礼申し上げます。 
 さて、昨今補装具費の支給に関する取扱いについて、利用者等から以下のような件について照
会を頂いているので、下記の事項についてご了知の上、管内市区町村並びに関係団体等への再度
の周知についてご協力方よろしくお願いしたい。 
 
１ 介護保険の福祉用具貸与との関係について 

これらの取扱いについては、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律に基づく自立支援給付と介護保険制度等との適用関係等について」（平成１９年３⽉２８日 
障企発第0328002 号、障障発第0328002 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
⻑、障害福祉課⻑連名通知）１の(3)において示されているとおり、介護保険で貸与されている
⾞椅⼦は、⻑年障害を持っている者にとっては基本的には使用することができない。したがっ
て、身体障害者については、上記のことを前提として、市町村において適切な運用にご協力い
ただきたい。 

 
２ 修理に係る補装具費支給意見書の取扱いについて 

補装具の再支給に当たり、障害状況等に変化がある場合や補装具の性能向上等が図られる場
合については、再度直接若しくは補装具費支給意見書等に都道府県、指定都市、中核市より適
切な判定を行うこととしているところである。 

しかしながら、⾞椅⼦の修理等のうち、補装具の性能の大幅な向上に当たらない場合は、補
装具費支給意見書による判断が不要であることから、補装具費支給申請書の提出も必要ないの
で、障害者等の過度な負担とならないよう配慮いただきたい。 

連絡先：８８６−４２１１（沖脊協事務局、9:30〜17:30） 
または   o f f i c e @ o k i s e k i k y o . c o m   まで 


